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定価3,500（税別） 

 

いい会社は、経営者と社員が
「人と社会を幸せにしたい」と
いう思いを共有し、他社と比べ
たり真似たりすることなく、自
分たちで考え、自分たちに合
ったやり方で切磋琢磨してい
ます。 
とはいえ、「いい会社」づくりと
いっても漠然としています。イ
メージだけでは何も進展しま
せん。デライトコンサルティン
グでは「いい会社」づくりのた
めの具体的な実践項目を見え
る化し、中小企業の皆様にご
提供させていただくこととしま
した。 
このカードを使って、会社の発
展ステージや業種・業態、会
社を取り巻く経営環境と経営
資源を鑑み、優先順位をつけ
て一つひとつ取り組んでいた
だけたらと思います。 
このカードを媒介にして、楽し
みながら、みんなで力を合わ
せて「いい会社」をつくり、末永
く継続できる会社にしていただ
きたいと切に願っております。 
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いい会社をつくろう!!【第6回】 P.1 

 産休期間中も社会保険料が免除など P.2 

労務の泉（労務Ｑ＆Ａ） 等 P.3 

総務のお仕事カレンダー 等 P.4 

企業は「人」です。 
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隔月発行 
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いい会社カード 発売中！ 

いい会社をつくろう!! 

③‐4「いい会社」の７つの基本要素 

前号では「いい会社」を構成する７つの基本要素

のうち「当たり前のことの継続」についてお伝えしま

した。今号では「働きやすい職場環境の整備」に

ついてお伝えします。 

 

会社は社員にいい仕事をしてもらわなければなり

ません。いい仕事をしてもらうためには、やはりい

い仕事ができる職場環境を整備していくことが必

要になります。 

最初から完璧な職場環境などはありません。しか

し、少しずつ働きやすい職場環境を経営者と従業

員が力を合わせて整備していくことが重要です。

職場環境づくりには資金が必要になることもありま

すが、長い目でみると生産性の向上に確実につな

がりますし、なにより社員が喜んでくれるでしょう。  

そこで「働きやすい職場環境の整備」について、

その項目をご紹介します。（★：特に重要） 

①「就業規則の整備」 ②「安全・衛生への配慮」 

③「改善活動」  ④「チームワーク」 ★ 

⑤「評価・処遇の公正さ」                                                                                                                          

⑥「親睦会の定期開催」 ⑦「風通しのよさ」    

⑧「ES測定」＊ES:従業員満足                                                                                      

働きやすい職場環境の整備といっても、資金の

かかるハードのものばかりではありません。むしろ

資金のかからないソフトなものが多いということがお

分かりいただけるのではないかと思います。 

 

 

 

 

具体的な会社の実践例としては、「あいさつの意   

働きやすい職場環境の中で特に重要であると考

えられるのが「チームワーク」です。その定義は「共

有する目的を達成するために、社員同士が協調し

助け合える職場づくりを行っている」ということです。  

具体的な会社の実践例としては、「自分の役割を

果たした上で他者の支援をすることを評価してい

る」「お互いの持ち味を持ち寄らせ、問題解決や課

題解決を図らせている」「お互いの担当範囲で重

なる部分は、相手に声をかけた上で自分が率先し

て行うように教育している」などがあります。 

社員一人ひとりが自分のことしかしなければ、会

社として大きなうねりにならず、組織本来の力を発

揮することはできせん。社員が自分の持ち味を持

ち寄って協力し助け合うならば、できないことが可

能になり、組織として大きな成果を獲得することが

できるようになります。 

また、社員がチームワークを発揮することで、社

員がひとつにまとまり、会社として社会に大きく貢

献で着たり、試練を乗り越えていくことができるよう

になります。                                                   

次回は、「いい管理職」についてお伝えします。

いい管理職が育てば、１００年企業への扉をあける

ことができたといってもよいでしょう。 

 

 

 働きやすい職場環境の整備 

 チームワーク 
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のうち「当たり前のことの継続」についてお伝えしま

した。今号では「働きやすい職場環境の整備」に

ついてお伝えします。 

 

会社は社員にいい仕事をしてもらわなければなり

ません。いい仕事をしてもらうためには、やはりい

い仕事ができる職場環境を整備していくことが必

要になります。 

最初から完璧な職場環境などはありません。しか

し、少しずつ働きやすい職場環境を経営者と従業

員が力を合わせて整備していくことが重要です。

職場環境づくりには資金が必要になることもありま

すが、長い目でみると生産性の向上に確実につな

がりますし、なにより社員が喜んでくれるでしょう。  

そこで「働きやすい職場環境の整備」について、

その項目をご紹介します。（★：特に重要） 

①「就業規則の整備」 ②「安全・衛生への配慮」 

③「改善活動」  ④「チームワーク」 ★ 
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⑥「親睦会の定期開催」 ⑦「風通しのよさ」    
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働きやすい職場環境の整備といっても、資金の

かかるハードなものばかりではありません。むしろ

資金のかからないソフトなものがたくさんあります。 

 

 

 

 

 

働きやすい職場環境の中で特に重要であると考

えられるのが「チームワーク」です。その定義は「共

有する目的を達成するために、社員同士が協調し

助け合える職場づくりを行っている」ということです。  

具体的な会社の実践例としては、「自分の役割を

果たした上で他者の支援をすることを評価してい

る」「お互いの持ち味を持ち寄らせ、問題解決や課

題解決を図らせている」「お互いの担当範囲で重

なる部分は、相手に声をかけた上で自分が率先し

て行うように教育している」などがあります。 

社員一人ひとりが自分のことしかしなければ、会

社として大きなうねりにならず、組織本来の力を発

揮することはできせん。社員が自分の持ち味を持

ち寄って協力し助け合うならば、できないことが可

能になり、組織として大きな成果をあげることができ

るようになります。 

また、社員がチームワークを発揮することで、社

員がひとつにまとまり、会社として社会に大きく貢

献で着たり、試練を乗り越えていくこともできます。 

                                                   

次回は、「いい管理職」についてお伝えします。

いい管理職が育てば、１００年企業への扉をあける

ことができたといってもよいでしょう。 
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労働関係情報 

●「５年で無期転換」再雇用

の高年齢者は例外に 厚労省

方針（1月25日） 

厚生労働省は、定年後に再

雇用した高年齢者を企業が

有期契約を更新しながら働

かせられることを認める「有

期特別法」を通常国会に提

出する方針を示した。現行で

は５年を超えて働くと無期雇

用の選択が可能となるが、有

期契約を続けることができる

例外をつくる。2015年４月施

行の予定。 

 

●従業員へのストレスチェッ

クを義務化へ 安衛法改正案

（1月23日） 

厚生労働省は、「労働安全衛

生法の一部を改正する法律

案要綱」について労働政策審

議会に諮問を行った。「メンタ

ルヘルス対策の充実・強化」、

「受動喫煙防止対策の推進」、

「重大な労働災害を繰り返す 

企業への対応」などが主な内

容。メンタルヘルス対策の強

化として、従業員への年１回

のストレス診断（医師・保健

師による検査の実施）を企業

に義務付ける。通常国会に

改正案を提出し、2016年春頃

の施行を目指すとしている。 

〔関連リンク〕 

 「労働安全衛生法の一部を

改正する法律案要綱」につい

て、労働政策審議会に諮問 

を行いました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/h

oudou/0000035467.html 

 

●「ブラック」の疑いある企業 

約８割で法令違反（12月17

日） 

厚生労働省が、いわゆる「ブ

ラック企業」対策として今年９

月に実施した集中取締りの

結果を発表し、全体の82％に

当たる4,189事業所で労働基

準関係法令の違反があった

ことがわかった。「違法な時

間外労働」（43.8％）が最も多

く、「賃金不払い残業」

（23.9％）、「労働条件明示せ

ず」（19.4％）が続いた。 

労働関係法令等の最近の動き 

平成26年4月1日より「産前産後休業期間の社会

保険料(健康保険料・厚生年金保険料)免除、およ

び産前産後休業終了後の標準報酬月額の改定」の

施行が決定しました。これは去年成立した年金改正

法の中に盛り込まれていたもので、いままで産前産

後休業中にも徴収されていた社会保険料を、労働

者の申し出により事業主負担分・本人負担分ともに

免除できることになりました。 

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了と

なる方が対象となります。産前産後休業は98日間

（14週間）ですから、会社としては、すでに休暇の申

請を予定している方への周知が必要な時期になっ

ています。 

また、育児休業を取得せず産前産後休業後に復

職される方で、勤務時間短縮等により報酬が低下し

た場合には、育児休業終了時改定と同様、労働者

の申し出により標準報酬月額を改定することができ

るようになります。 

産休期間中も社会保険料が免除になります。（H26年4月から） 

労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱 
～ 全企業へのメンタルヘルス対策の義務付けへ ～ 

厚生労働省の労働政策審議会は平成24年12月

24日、厚生労働大臣に対して「今後の労働安全衛

生対策について」を建議し、同日公表しました。 

その中で、職場におけるメンタルヘルス対策につ

いても今後の方向性が示されています。 

 

 

1. ストレスチェック制度の新設 

「ストレスチェック制度」として、労働者のメンタルヘ

ルス不調を未然に防止することを目的とした仕組み

を設けること。 

2. 事業者による職場環境改善 

事業者が労働者個人を特定しない形で職場ごと

に集団的に分析された評価結果を入手し、職場環

境等の改善につなげること。 

3. 目的はうつ等ではなくストレス状況の把握 

既に行われている事業者のストレス調査の方法に

配慮しつつ、事業者は精神疾患ではなくストレス状

況を把握すべきであること。なお労働者はチェックを

受ける義務を負う。 

 

 

4. 調査実施後のフォロー仕組み化に向けた国の

バックアップ 

ストレスチェック結果を踏まえたフォローは、産業

医が実施することが望ましく、研修や面接指導等も

国がバックアップすべきであること。 

5. 労働者への不利益となるケースの明示 

事業者による労働者への不利益な扱いを防ぐた

めに、国はその不利益となる行為を具体的に示す

べきであるということ。 

 

 

全企業へのメンタルヘルス対策の義務付けも盛り

込まれています。 

全従業員に年１回、医師か保健師による「心の病」

のチェックを実施しなければならなくなり、企業にと

っては負担が増えることになります。 

企業は、チェックの結果、従業員の申出により「医

師による面接指導」を実施して医師の意見を聴取し、

必要時、職務・配置の転換、労働時間の短縮など、

適切な就業上の措置を講じることが求められます。 

 

 

 職場のメンタルヘルス対策の主な方向性 

 企業への影響と対応 
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

入 院 す る 際 の 医 療 費 に つ い て 

今回の回答者 

〔質問〕  

来月、妻（50歳）が手術のため入院することになりました。医療費負担が多くなるので心配です。

高額療養費制度があることは知っていますが、一旦医療費を支払ってから３ヶ月くらい経ってか

ら払い戻されるそうですので、一時的に負担が大きくなります。何か良い方法はありませんか。 

〔回答〕 

 高額療養費の事前申請制度を利用されることをお奨めします。 

 

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった

場合には、あとからの申請により自己負担額を超えた額

が払い戻されますが、一時的な医療費の支払いは大きな

負担となります。 

そこで、右記の「健康保険限度額適用認定申請書」を協

会けんぽのホームページからダウンロードし、勤務されて

いる事業所を管轄する都道府県の協会けんぽ宛て郵送

で提出してください。 

数日後、その申請書に記載された住所に、「限度額適用

認定証」が送付されてきますので、その認定証を病院の

窓口に提示することで、医療機関等でのお支払いが下表

の自己負担限度額までとなります。 

なお、70歳以上75歳未満の方の場合は、「高齢受給者

証」を医療機関等の窓口に提示することにより、自己負

担限度額までの支払いとなります。 

健康保険組合の場合も同様の手続きとなりますが、詳細

は健康保険組合に確認してください。 

【70歳未満の方の自己負担額】 

被保険者の所得区分 自己負担限度額 

①上位所得者 
（標準報酬月額53万円以上の方） 

150,000円＋（医療費－500,000円）×1％ 

②一般所得者 
（①および③以外の方） 

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 

③低所得者（※） 35,400円 
※被保険者が市区町村税の非課税者等である場合です。 

社会保険労務士 

矢崎 秀樹 



〒461-0001 
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F 
TEL  052-937-5615  FAX  052-937-5620 
URL : http://www.delight-c.com/ 
E-mail : info@delight-c.com 
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ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

Editor's note 
最近暖かくなってきたかと思えば、また寒くなったりと、これから三
寒四温の日々が続きそうです。少しづつ春に近づいてきているよ
うですが、巷ではインフルエンザとノロウイルスが猛威を奮ってい
ます。日頃から手洗いやうがいをして予防対策を行っていますが、
完全に予防することは難しいようですね。仕事は体が資本です。
体調管理に気を配り、残り少ない冬を乗り切りたいと思います。   

(スダ) 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 

総務のお仕事カレンダー 2014年2月・3月 

『起業家のように企業で働く』 

小杉 俊哉／著 2013.10.11 
クロスメディア・パブリッシング 

1,380円+税 

慶応大学の『リーダーシップ

論』の講師であり、また著名な

組織人事コンサルタントでもある

著者が、新入社員から中堅、

管理職、役員までのあらゆる層

に対して企業研修を行って来

て感じるのは、「ほとんどの人が

組織に依存していて、自ら主体

的に動けるということを忘れてし

まっている」ということだそうです。

その会社へは、自らの選択で

入ったはずであるにもかかわら

ず･･･。皆さんは仕事を楽しめて

いますか？本書は20代後半か

ら30代前半のビジネスマンに向

けた手紙という形式で書かれた

本ですが、そういう世代の部下

を持つ人も含め、多くの人に示

唆を与えてくれるものと思いま

す。起業家のための本ではあり

ません。会社で働く一人ひとり

に向けた本です。この本を読ん

で、一人でも多くの「やらされ感

なく楽しそうに仕事をしている

人」が増えていけば、企業も人

も、ともに幸せになれるのでは

ないかと思えてなりません。 

2月10日（月） 

一括有期事業開始届(建設業)届出 
参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（1月分） 
参考リンク：国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

2月14日（金） 
継続・有期事業概算保険料延納額の支払（第3期分※口座振替を利用する場合） 
参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html 

2月17日（月） 
所得税の確定申告受付開始（3月17日まで） 
参考リンク：国税庁「平成25年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

2月28日（金） 

1月分健康保険・厚生年金保険料の支払  
参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

じん肺健康管理実施状況報告書 
参考リンク：厚生労働省「各種健康診断結果報告書」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html 

[1] 労働保険料等の口座振替納付の申込 
 労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度（第1期）より口座振替とする
には、2月20日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。 

■参考リンク：厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html 
[2]昇給の準備 
 4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておき
たいものです。 

[3] 新入社員の受入れ準備 
入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅
の手配、制服などの準備も必要になってきます。 

3月10日（月） 

一括有期事業開始届(建設業)届出  
参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（1月分） 
参考リンク：国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

3月17日（月） 
所得税の確定申告期限 
参考リンク：国税庁「平成25年分確定申告特集」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 

3月31日（月） 

有害物ばく露作業報告書の提出 
参考リンク：厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」 
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html 

2月分健康保険・厚生年金保険料の支払  
参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

[1]来年度の36協定締結 ※年度単位（４月期首の事業所） 
協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。 
 

[2]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成 ※年度単位（４月期首の事業所） 
1年単位の変形労働時間制を導入している企業で、年度単位で変形労働時間制を採用している場合は、協定
の有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成し、労働基準監督署に事前に届け出
ておきましょう。 


